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資料 1－3 

 入間市地域包括支援センター運営方針新旧対照表 

 

変更案 現 行 

Ⅰ 略 

Ⅱ 地域包括支援センターの意義と目的 

センターは、地域住民の心身の健康の保持及び

生活の安定のために必要な援助を行い、地域にお

ける適切な保健・医療・福祉サービスの向上を図

り、包括的に支援することを目的とする。また、

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して

生活することができるよう、地域にある様々な資

源（保健・医療・福祉）などを活用し、地域包括

ケアシステムの強化を目指す。 

 

Ⅲ～Ⅳ 略 

 

Ⅴ 事業内容 

１～３ 略 

 

４ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

（1）～（2）略 

（3）地域ケア会議 

略 

①地域ケア個別会議（個別ケースを検討する地域

ケア会議） 

・高齢者個人が抱える課題を医療や介護等の専門

職や民生委員などの多職種が協働して解決を図

ることで、高齢者が住み慣れた地域で自立した生

活を送れるよう支援することを目的とする。 

・個別ケースの課題分析を行い、支援方法等を検

討する。また、課題を分析することで、その地域

に共通した課題を把握する。 

・略 

②自立支援型地域ケア会議 

・高齢者の自立を支援するため、地域の多様な専

門職の助言を踏まえ、高齢者一人一人に適した支

援方法を検討することを目的とする。 

・略 

・略 

Ⅰ 略 

Ⅱ 地域包括支援センターの意義と目的 

センターは、地域住民の心身の健康の保持及び

生活の安定のために必要な援助を行い、地域にお

ける適切な保健・医療・福祉サービスの向上を図

り、包括的に支援することを目的とする。また、

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して

生活することができるよう、地域にある様々な資

源（保健・医療・福祉）などを活用し、地域包括

ケアシステムの構築を目指す。 

 

Ⅲ～Ⅳ 略 

 

Ⅴ 事業内容 

１～３ 略 

 

４ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

（1）～（2）略 

（3）地域ケア会議 

略 

①地域ケア個別会議（個別ケースを検討する地域

ケア会議） 

・多職種協働による介護支援専門員のケアマネジ

メント支援等を通じて、介護等が必要な高齢者の

住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援し

ていくことを目的とする。 

・個別ケースの課題分析を行うことにより、地域

課題の把握を行う。 

・略 

 

②自立支援型地域ケア会議 

・高齢者の自立を支援するため、地域の多様な専

門職の助言を踏まえ、高齢者一人一人の支援方法

を検討することを目的とする。 

・略 

・略 
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③圏域別地域ケア会議（日常生活圏域レベルの地

域ケア会議） 

・地域ケア個別会議等を通じて把握された地域課

題を地域の関係者で共有し、地域レベルで解決し

得る課題について、必要な社会資源や地域づくり

の検討を行う。 

・略 

・略 

 

５ 認知症施策推進業務 

（1）～（3）略 

（4）相談窓口の周知 

・令和元年度末に実施した「介護予防・日常生活

圏域ニーズ調査」の結果によると、認知症に関す

る相談窓口の認知度が低いことから、認知症に関

する相談窓口についてより一層の周知を図る。 

 

６生活支援体制整備業務 

・略  

・略  

・略  

・略 

・住民主体の通いの場（通所型サービスＢ）の拡

充を図る。（日常生活圏域に１団体以上の設置を

目指す。） 

 

７ 在宅医療・介護連携推進業務 

（1）～（2）略 

（3）在宅療養に関する相談 

・市民や医療機関、介護事業者等から在宅療養に

関する相談を受け付け、医療機関や介護事業の情

報を提供するとともに、「入間市在宅医療支援セ

ンター」等、必要な関係機関と連携し、適切な在

宅医療・介護サービスにつなげる支援を行う。（退

院等に伴い新たに在宅療養を開始する場合も同

様） 

・削除 

 

 

③圏域別地域ケア会議（日常生活圏域レベルの地

域ケア会議） 

・地域ケア個別会議等を通じて把握された地域課

題を地域の関係者で共有し、地域で解決し得る課

題について、新たなサービス資源や住民活動の検

討を行う。 

・略 

・略 

 

５ 認知症施策推進業務 

（1）～（3）略 

 

 

 

 

 

 

６生活支援体制整備業務 

・略  

・略  

・略  

・略 

 

 

 

 

７ 在宅医療・介護連携推進業務 

（1）～（2）略 

（3）在宅療養に関する相談 

・市民や医療機関、介護事業者等から在宅療養に

関する相談を受け付け、医療機関や介護事業の情

報を提供するとともに、「入間市在宅医療支援セ

ンター」等、必要な関係機関との調整を行う。 

・退院等に伴い新たに在宅療養を開始する場合も

同様に、医療機関や介護事業の情報提供、サービ

ス調整を行う。 
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８ 一般介護予防業務 

（1）介護予防に関する実態把握 

・地域住民や関係機関から情報収集を行い、介護

予防に関して支援を要する住民を早期に把握す

る。 

（2）介護予防の普及啓発 

・高齢者がいつまでも自立した生活を送れるよう

にするため、地域の実情に応じ、地域において介

護予防事業を計画し、実施する。 

・介護予防に関する知識の普及啓発を行う。 

・介護予防事業への男性の参加を促し、男性参加

者の増加を図る。 

 

 

 

 

 

 


